
サンケイ化学　農薬登録情報  

キルパー 
カーバムナトリウム塩液剤 

登録番号：農林水産省登録第 18525 号（登録会社：バックマンラボラトリーズ(株)） 

有効成分：カーバムナトリウム塩・・・・30.0％ 

毒  性：普通物（毒物、劇物でないものを指していう通称） 

販売ｴﾘｱ ：全国 

適用拡大登録取得のお知らせ
 

弊社取り扱い商品「キルパー」が平成２７年９月９日付を以て下記の内容で適用拡大登録いたしま

した。 
【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】 

① 適用作物・病害虫・使用目的の追加・変更 

・作物名「きゅうり」の使用目的にアザミウマ類蔓延防止を追加する。 

・作物名「ピーマン とうがらし類」の使用目的にアザミウマ類蔓延防止・古株枯死を追加する。 

・作物名「トマト ミニトマト」の使用目的「コナジラミ類蔓延防止・古株枯死」の使用量を「原液として

40～60Ｌ/10a」に変更する。 

【適用病害虫名および使用方法】 

作物名
適用病害虫名

雑草名
使用目的

使用量 使用時期
本剤の

使用回数
使用方法

ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ
塩を含む農薬
の総使用回数

きゅうり アザミウマ類蔓延防止
原液として

40～60L/10a

ピーマン
とうがらし類

アザミウマ類蔓延防止
古株枯死

原液として
40～60L/10a

トマト
ミニトマト

コナジラミ類蔓延防止
古株枯死

原液として
40～60L/10a

前作終了後から
は種または定植
の15日前まで

１回

予め被覆した内
で、所定量の薬液
を水で希釈し土壌
表面に散布または

潅水する。

１回

 

② 使用時期の変更 

「は種または定植の 10～24 日前まで」は、「は種または定植の 10 日前まで」に変更する 

「は種または定植の 15～24 日前まで」は、「は種または定植の 15 日前まで」に変更する 

「前作終了後からは種または定植の 10～24 日前まで」は、「前作終了後からは種または定植の 10 日前、

まで」に変更する 

「前作終了後からは種または定植の 15～24 日前まで」は、「前作終了後からは種または定植の 15 日前、

まで」に変更する 



【注意事項の変更について】 
効果・薬害等の注意 

２. 古株枯死、病害虫の蔓延防止に使用する場合は次のことを守ること 

 １）水希釈の割合は次を一応の目安とし、圃場土壌水分状態を考慮して適宜増減する。 

① きゅうり、トマト・ミニトマトに使用する場合は、50～100 倍程度を目安とする。 

② ピーマン・とうがらし類、いちごに使用する場合は、50 倍程度を目安とする。 

③ にらに使用する場合は、30～100 倍程度を目安とする。 

【魚毒性等の変更】 
(１) 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散・流入しな

いように注意して使用する。 

(２) 水産動植物（甲殻類・藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので河川、養殖池等に飛散・流入しないよ

うに注意して使用する。 

(３) 使用器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与え

ないように適切に処理する。 
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